
ＦＵＪＩ健康保険組合 

＜歯科健診実施のご案内＞※東京支店・大阪支店は直接ご案内をお送りしています。ご質問がございましたら健保宮下へお願いします。 
 

ＦＵＪＩ健康保険組合では、保健事業の一環として歯科健診(費用補助)を実施しています。 

受診方法は 2 種類あるので希望の方法で受診してください。 
 

受診方法➊ 

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 

歯科医師会加盟の歯科医院で受ける場合 

受診方法➋ 

ファミリー歯科健診（あまの創健集団歯科健診）で受ける場合 

① 健診を受けたい歯科医院が愛知県・岐阜県・三重県 

静岡県歯科医師会に加盟しているかを確認してくださ

い。 
 

② 「県歯科医師会契約の歯科健診を受けたい」 と 

予約してください。 
 

③ 自身で予約した日に健診を受けます。 必ず保険証を 

お持ちください。 

【問診票】持参不要愛知県は各歯科医院にあります。 

   持参必用岐阜県・三重県・静岡県で受診する方には健保か

らお渡しします。受診前に必要部数を連絡してください。 
連絡先：外線 0566-82-9851 内線 担当 宮下 4763 合津

ご う つ

4762 
 

④ 健診のみであれば無料です。歯石除去などの処置があ

った場合はその分の支払いをしていただきます。  

 

※健診は 4 月 1 日～1 月 31 日の間に受けてください。 

※健診後 治療が必要な場合は、受診した歯科医院に相談

してください。 

 
～『ファミリー歯科健診のご案内』は 

9 月下旬頃 全員に配付します。～ 

 

① 案内に掲載されている QR コートﾞや、ファックス申込

書を用いて希望会場を予約してください。 

 

② 後日自宅に予約決定通知（ハガキ）が届きます。 

ハガキと保険証を持参し、予約した会場で受診して 

ください。 

 

③ファミリー歯科健診の費用は無料ですが、治療はできま

せん。治療が必要な場合は、後日お近くの歯科医院をご

受診下さい。 

 

※健診期間は 11 月～3 月の土曜、日曜 です。会場や日

程の詳細は『ファミリー歯科健診のご案内』をご覧く

ださい。 

※歯科健診の補助は年度内 1 回です。受診方法➊と➋両方受けることはできませんのでご注意ください。 

受診方法➊と➋いずれの場合も受診後 健保への申請等は不要です。 



～ご不明な点がございましたら健保組合 宮下（内線：770-4763）へご連絡ください～ 

 資料  歯周病が怖いわけ 


